
菅
原
道
真
研
究―『菅

家
後
集
』
全
注
釈

(
二
十

三
)
―

焼

山

廣

志

今
回

は
、

前
稿

⊥
に
引
き

続

い
て
五
言
古

詩

「
靭
読

開
元

詔
書

五
言
」

の
注
釈

を
試

み

る
。
注

釈
を

進

め
る
上

で
の

「
凡

例
」

は
前

稿

互

の
そ
れ

に
倣
う

。
 

「
粥

讃

開

元
詔
書

五
;
口」

国旧

■
四幽

国

1

開
元
黄
紙
詔

○
○
○
●
●

2

延喜

及
蒼
生

○
●
●
○
◎

3

一

為
辛
酉
歳

●
●
○
●
●

4

一

為
老
人
星

●
●
●
○
◎

5

大
辟
以
下
罪

●
●
●
●
●

6789

蕩
條
天
下
清

燥「

1

燥「

1

省
樒
優
壮
力ド賜物血頽齢

*

荘
々
恩
徳
海

●
●
○
●
◎●○○●●●●●○◎○○○●●

*

10

猫
有
鯨
観
横

具
見
干
詔
書

●
●
○
○
◎

1112

此
魚
何
在
此ド人道口汝新名

●
0
0
●
●○●●○◎

13

呑
舟
非
我
口

○
○
○
●
●

14

吐
浪
非
我
聲

●
●
○
●
◎

15

哀
哉
放
逐
者

○
○
●
●
●

16

蹉
跣
喪
精
露

○
○
●
○
◎
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■
.

11

,

闘㎞

圏

弔
. 

.

誰
品凹

五
言
古
詩

下

平
声
八

庚

韻
な
ら

び
に

下

平
声
九

青

韻
の

通
韻
。

韻

字は生・星・清・齢・横・名・聲・露。

■鍾

團圃

*

讃
開
元
詔
書
五
言

・
▼

題
字

下
「

古
調
五

言
」

(
内
)

(

大

島)

(

加
越

能)

(
松
平)
(
尊
四)
(
太
一
)

同陀

囹
全
本

▼
題
字
右
横
「
延
喜
元
年
」
(
大
島)

(
加
越
能)
(
尊



四)
(
太

こ▼頭注「無延
喜
元
年
四
字」
「
無
古
調
二
字」
(
大島)▼頭注「延喜元年」(松平)

○
御

…
儒

(静
嘉

)

(大

島

)

(太

一
)

(太

二
)
同
旧
囹

全
本

ド
○
力

…
傍
注

「
イ
子
」

(尊

こ

 
○
馴
…
頽
阿
困

全
本

○
荘

々
…
泌

々

(静
)

▼
頭
注

「
荘

々
作

、氾

々
」

(大

島

)

ド
○
且
ハ見

干
詔

書

…
具
見

詔
書

(内

)

▼
頭

注

「
無
分

注

五
字
」

(大
島

)

▼
傍

注
な

し

(静
嘉

)

(彰

考

)

(尊

一
)

(尊

二
)

(尊

三
)

ド
○
道
口…
道

(静
嘉
)
(加
越
能
)
(彰
考
)
(尊
三
)
図

全
本

團1
開
元
黄
紙
の
詔

2

延
喜
蒼
生
に
及
ぶ

し
ん
ゆ
う

3

一
つ
は
辛
酉

の
歳

の
為

な
り

4

一
つ
は
老
人

星

の
為
な

り

だ
い
へ
き

5

大
辟
以
下
の
罪

た
う
で
き

6

蕩
條
し
て
天
下
清
し

え
う

7

樒
を
省
き
て
壮
力
を
優
し

た
い
れ
い

あ
は

8

物
を
賜
ひ
て
頽
齢
を
位
れ
ぶ9荘々たる恩徳の海

げ
い
げ
い

つ
ぶ
さ

10

濁

り
鯨

観
の

横
た
ふ

る

あ
り

具
に

詔
書
に

見

ゆ11此の魚何ぞ此に在らん

い

12

人
は

導
ふ

汝
が

新

名
な

り
と13舟を呑むは我が口に非ず14浪を吐くは我が聲に非ず15哀しい哉放逐せらるる者

さ

た

う
し
な

16

蹉

跣
と

し

て

精
霊
を

喪
ふ

国
1

黄
紙

に
書

か

れ
た
開

元

の
詔
書

を
読

ん
だ

。

2

延
喜

と

い
う
語

の
通

り

、
う

れ
し

い
こ
と

が

一
般

人
民

に
も
広

く

及

ぶ
こ
と

で
あ

ろ
う
。

3

改

元
が
行

わ

れ
た

の
は

、

一
つ
に

は
辛
酉

の
歳

に
あ

た
り

、
革

命

が

起
き

る
恐

れ

が
あ

る
た

め

で
あ

り

4

あ
と
一

つ

は

昨
年

(
昌

泰
三

年)

老
人

星
が

現
れ
た

た
め

で

あ
る
。5大赦令が発布されて、死罪以下の罪を、6洗いすすぎ天下が清らかになった。7夫役を省いて壮者の力を余裕あらしめ、8高齢者に物を賜って救済がなされた。9天皇のはてしなく広大な慈悲の海に
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10

一

頭
の

鯨
観

が

横
た

わ

る

(
と

詔

書
に

見

え
る
。
)

(
詳

細

が

詔
書の中に記されている)11鯨観などという名の魚がここに出てくるのであろうか。12人は「鯨観」はこの私の新しい名だという。13舟を呑むのは私の口ではない。(私は断じて逆臣などではないのだ)。14浪を吐く響きは私の声ではない。(私は何も言ってはおらぬ)。15何と哀しいのだろう。(無実なれど)放逐された者は。16(為す術もなく身も心も)よろよろとして私は魂のない抜け殻のようだ。

罰
㎜

澗
…

「
1.

開
元
」

…

①
「
と
い

を

開

く。
」

ま
た

「

国
を

開
く。
」

ま
た

『

漢
字海』の②において、「年号を改める」とある。ここはこの意。『漢書』「李尋伝」に「歴紀開元。」の用例が、又、『文選』班固「東都賦」に「夫大漢之開レ元也、奮一布衣一以登帝位一。」の例が見える。『漢語大詞典』では「①嗣始新的紀元」と説明し、

1「漢書』「李尋伝」の「漢興至二百載、歴レ紀開
レー元。皇天降一非材之右一、漢国再獲一受命之符一。」の例を引く。「田氏家集』「囎閾題」にも「四海開元聖主家、/両都天下惜一京華一。(四海は開元して聖主家とす/両都は天下京華を惜しむ)」の例が見える。「田氏家集注巻乃下』(小島憲之監修)の「開元」の語注に次のような説明を載せる。もとい。あるいは国を開くというのが一般的な意味で、後漢の班国「東都賦」(文選巻一)にいう「夫大漢乃開元也、奪二布衣以登一皇位一、由一教碁一而、創二万代1もその例であるが、ここは元号を改めることをいう。菅原道真の「元年立春十二月十九日」(菅家後集魏)に「偏馬延喜一開一元暦、東北廻レ頭拝斗杓」とある。この詩は延喜改元を詠む。

「
1.

黄

紙」

…

詔

書。

天

子
の

詔
は

黄

紙
に

書
く
か

ら
い

う。王維「送一李唯陽詩」に「黄紙詔書出

東

廟

/

軽

あ
さ
や
か
二

紋
畳

綺

欄

生
レ

光。
」

の

句
が

見
え
る
。
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『漢

語

大

詞

典
」

で

は

「②

写
「
在

黄

麻

紙

上

的

詔
書

」

及
び

「③

指

赦

免

的
文

告

一。
」

と

の
説
明

が
あ

り
、

蘇

舜

欽

「
感

興

詩

之

三
」

の

「明

朝

黄

紙

出

、
大

赦
偏

二

中

外

一。
」

の
句
を

引
く

。

又
、

『白

氏
文

集
」

㎜

「
元

十
八
従

」・事

南
海

、
欲

レ
出

盧

山

、

臨

レ
別

一奮

居

一、

有
下
懸

二
泉

聲

一之

什
⊥
。
因

以

投

和
、

兼

伸

別

情

L

に

「
「
雨
露

初

承

黄
紙

詔

/

煙

霞
欲

別

紫

香

峯

(雨

露
初

め

て
承
く

黄
紙

の
詔

/
煙

霞
別

れ

ん
と
欲

す

紫

香

の
峯

)
」

の
句

が

見
え

る
。

又
、

に
り

 

09

「
別

草
堂

三
絶
句

」

に
も

「
正
聴

山
鳥

向
陽

眠
/

黄

11紙

除
書

落
枕

前

(正

に
山
鳥

を
賠

き

、
陽

に
向

か
ひ

て
眠

る
/
黄

紙

の
除
書

枕

前

に
落

つ
)
」

の
句

が
見

え

る
。

「
2.

開
元

詔
書
」

…

川
口

久
雄

氏
は

岩
波

古
典

文
字

大
系

本
の

補
注
で

次のような説明をする。記略、醍醐天皇、昌泰四年七月十五日の条に「改一昌泰四年一、為延喜元年」とある
。「革命」(大日本史料一の二所引)に「詔書之、去歳之秋、老人垂寿昌之耀、今年之暦、杢酉呈二革命之符一云々」とある。同時に赦令が発布されたが、道真には及ばな

か

っ
た

の
で
あ

る
。
延

喜

の
年
号

は
紀

長
谷

雄

が

勘

申

し
た
。

「元

秘
別

録
』

に

よ
れ
ば

「
或
書

之

、

禺

錫
玄

珪
文

之

、
延
喜

」
と

出
典

を

し
る

す
。

昌
泰
四
年

(九
〇

一
)
七
年
十
五
日
に
年
号
が

「延

喜
」
と
醍
醐
天
皇
の
詔
書

で
発
令
さ
れ
た
。
こ
の
内

容
が
請
去
先
で
あ
る
大
宰
府
の
地
に
道
真
に
も
知
ら

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『菅
家
後
集
」
の
作
品
が
概
ね

時
系
列
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
さ

ほ
ど
発
令
か
ら
時
を
置
か
ず
、
道
真
の
許
に
届
け
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
改
元
の
行
わ

れ
た
表
立

っ
た
背
景
に

「
老
人
星
」
が
表
れ
た
こ
と

「辛
酉
革
命
」
が

(い
ず
れ
も

[語
釈
]
で
後
述
す

る
。
)
に
あ
た
る
年
に
あ
た
る
と
い
う
の
が
あ

っ
た

の

で

あ
る
。

畢

①「2.延喜」…平安時代、醍醐天皇の代の年号
。

老
人

星
や
三

善

清行の辛酉革命説によって昌泰四年(九〇一)七月改元、延喜二三年(九二三)「延長」と改元された。「日本紀略』「醍醐天皇、昌泰四年七月十五日条」に「改昌泰四年、為延喜元年。」とある。

「
2
.
蒼
生

」

-
あ

お
ひ
と

ぐ

さ
。
草

木

の
蒼
蒼

然
と

し

て
多

い
こ
と

の
喩

。
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人
民
・

百

姓。『漢語大詞典
』

で

は

「

①草

木叢

生

之

処。
」

と

説

明
し、

あま

ね
ク

▼
「

書

経』

「

益

稜
」

の

「

帝

光
一

天

之

下一
、

至一

干

海隅蒼生…一。(孔伝)光一天之下一、至一子海隅蒼蒼然生二草木一、言所レ及広遠一。」の例を引く又、「②指百姓一。」との説明があり『文選』史零「出師願」の「蒼生更始、朔風攣レ律
。劉良注、蒼生、百姓也。」の用例を挙げる。『白氏文集」擶「送二令狐相公赴二太源一」に、「北

な

都
莫
レ

作

多

時

計
/

再

為

蒼
生

入

紫

微
(
北

都

に
は

作
すこと莫れ多時の計/再び蒼生の為に紫微に入る)」の句が見え、同じく㎜「宿二香山寺一。酬一黄陵牛相公見一レ寄」にも「鷹-須且爲蒼生/猶去懸車十四年(慮に須らく且く蒼ーレ」と生の為に住まるべし/猶ほ懸車を去ること十四年)」の句が見える。

燕
「
與・
夢
得

偶
同
到

敦
詩

完
.

感
而
題・
壁」

わ
隷

も
「
山
東
纏
副
蒼
生
願
/
川
上
俄
驚
逝
水
波

(
山
東
纏

そ

に
は

せ
い

か

に

副
ふ

蒼
生

の

願

ひ

/

川

上

俄

か

に

驚
く、

逝

水
の波)」の句が見える。

「

菅家

文草

』

甥
「

端

午
日
賦一

丈

人
」

に
も「丈人形相自蒼生/初出二墨云溝束帯成

(

丈
人
の

形相自らに蒼生/初め雲溝より出でて束帯成れり)」の句が、又『凌雲集」86「和卜菅清公傷一忠法師一首」に「不レ知一何世界一/出現救蒼生一。」の句が見える。いずれも、「蒼生」という語は「民草」という意で使っている。

「
3.

辛

酉」

…

か
の
と

と

り
。「詩緯』「推度

災
」

に

「
十

周
三

聚、

気

生

神

明
、

戊午革レ運、辛酉革レ命、甲子革レ政、」の一文が見える。
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辛
酉

革命

説一

…

辛
酉
に

当
た

る

年
に
は

革

命
が

あ
る
と
い

う
説
。わが国では三善清行などによって唱えられ

、

延喜年間の革暦勘文などにも見えている。

「本
朝
文
粋
』
所
載
の
三
善
清
行
が
昌
泰
三
年
に
道
真

に
右
大
臣
を
辞
す
る
よ
う
要
求
し
た
書
で
あ
る

『奉

一

菅
右
相
府
一書
』
に
次
の
一
文
が
見
え
る
。



伏

見
明

年
辛

酉
、

運
當

一
変
革

、

二
月

建
卯

将
レ
動

二

干

文

。
遭

レ
凶
、

衝

レ禍

、
錐

レ
未

レ
知

一
誰
是

、

引
レ

弩

射

レ
市

、
亦

當

レ
中
二
薄
命

。
天

数

幽

微
、
縦

難
二

推

察

一、

人

間

云
為

、
誠

足

一
知

亮

一、
云

々
。

昌

泰

三
年

十

月

十

一
日

、
文

章

博

士

三
善

清

行
、

謹

謹

上

一
菅
右

相
府

殿

下
政
所

一。

〈柿
村
重
松
注

「本
朝
文
粋
注
釈
』
巻
第
七

P
㎜

(内
外
出
版
)
〉

「
4

.
老

人

星

」

-
南

極

星

。

カ

ノ

ー

プ

ス

。

寿

星

。

『漢

語
大

詞

典
」

で
は

、

「①

亦
省

』
称

"老

人

"
一。

南

部
天

空

一
穎

、
光
度

較
亮

的

二
等
星

。
古

人
認

レ
為

四
官

(
11
他
)

象

三
征

長

寿

、
故

又

名
一
"
寿

星
〃

。
」

と

説
明

し
、

「史

記

』

「
天

官

書

」

に

あ

る

「
狼

比

地

有

二
大

星

一、

あ
ら
わ
る
レ
バ

月

南

極

老

人

一。
老

人

見

、
治

安

、

不
レ
見

一兵

起

一。
」

の
例
を

引
く

。

「書
経

』

「
呂
刑

」

の

「大

辟
疑

赦

、
其
罰

千
銭

。
孔

伝

、

死

刑

也

。
孔

頴

達

疏

、
《
釈

詰

》

云
、
儲

、
罪

也

。

死
是

罪

之
大

者

、
故

謂

二
死

刑

一為

二
大

辟

一。

(大

辟

の
疑

は

し

き

は
赦
す

、

そ

の
罰

千
鍍

。
孔

伝

、
死
刑

也

。
孔
頴

達
疏

、

《
釈

詰
》

に
云

ふ
。

辟

は
、

罪
也

。

死

は

こ
れ

罪

の
大

な

る
者

、
故

に

死
刑
と

い
ひ

て
大

辟
と

な

す
。
)
」

の

一
文
を

引
く

。

「
6.

蕩

條」

…

洗
い

す

す
ぐ
。

洗
い

清
め

る
。

と

く
に

悪
い

制
度

な
ど
を除き去る。

「
5

.
大

辟

」

-
古

の

五

刑

の

一
。

死

刑

。

『漢

語

大

詞
典
』

で

は
、

「

古
五

刑
之
一
、

謂一

死

刑
。

」と説明し、

「

礼
記」

「

昏

義」

に

「
是

故
、

日

食

則

天

子

素

服

而

脩一六官之職一、蕩一天下之陽事、[注]蕩、蕩二瀞稼悪一也。」の用例がある。「漢語大詞典』では、「衝洗。清除。」と説明しー「文選』揚雄「劇秦美新」の「流レ唐漂レ虞、條レ股-蕩レ周…」の用例を引く。

「
7.

樒
」

…
公

用
の

た
め

に

義
務

的
に

使
役
せ

ら
れ

る
こ

と
。

夫

役。

また雑樒の略。
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「
7.

優」

…

ゆ
と

り
が

あ
る
。「7.壮力」…つよくて力が

あ
る
。

ま
た
、

強
い

力。『逸周書』「官人解」に「義気時紆、

和
気

簡
備、

勇気壮力。」の用例が見える「8.憧」…①憂える。②救う。経済的に救済する。「8.頽齢」…老年をいう。物の崩れんとするように老いぼれたことをいう。衰年。残年。陶潜「九日間居詩」に「酒能祓一百慮一、菊為レ制二頽齢一。」の用例が見える『漢語大詩典』では「衰老之年。」と説明し温庭笏「過孔北海墓二十韻」の「激揚思一壮志一、流落歎頽齢。」の用例を引く。『菅家文草』m「絶句十首、賀一諸進士及第」に「七七頽齢是老生/誓云未レ死遂成レ名」の句が、

い

げ

謝

「

代
レ

翁

答
レ
之
」

に

「

藺

笥

為
レ

名

在一

手
工一

/
頽

齢六十宅山東」の句が見える。

「
9.

荘
々
」

…

広

大
な
さ

ま
。

広
々

と
し

た

さ
ま
。「白詩文集』螂「琵琶行」に「

酔

不
レ
成
レ

歓

惨
将
レ

別/別時荘々江浸レ月。(酔ひて歓を成さず惨として将に別れんとす/別るる時荘荘として江は月を浸す。)」の句が、又、慨「長恨歌」に「上窮二碧落下黄泉/両庭荘々皆不レ見。(上は碧落を窮め/下は黄泉/両庭荘荘として皆見えず。)」の句が見える。「漢語大詞典』では…「広大而遼闊」と説明する。「9.恩徳」…めぐみ、なさけ、恩恵。『漢語大詞典』では「猶恩恵」と説明し、「戦国策」「斉策一」の「君以一魯衆合一戦勝後、此其為レ徳也亦大 。其見一恩徳也、亦甚大 。」の一文を載せる。「9.海」…広く大きいさま。この場合の「海」は「改元詔書」に書かれていたのであろう天皇の人民に対する慈悲の内容を暗示していると思われる。
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「
10 .

鯨
観
」

…
を

く
じ

ら
と

め

く
じ
ら
。

皆
小

魚
を

捕
ら
え

食
ら

うも

の故、悪人のかしらのたとえ。『漢語大詞典』では「①即鯨。雄日レ鯨、雌日レ観、②比一喩凶悪的人」と説明し、『春秋左氏傳』(宣公十二年)の以下一文を載せる
。「古者明王伐一不敬、取二其鯨観而封レ之、以為二大鐵一。杜預注、鯨観大魚名以喩一不義之呑食小国」。『白氏文集」㎜「題海圖屏風元和己丑年作」にも「鯨観得其便/張口欲呑舟(鯨観其の便を得/口を張って舟を呑まんと欲す)」の句が見える畢隔..②又同じく、「噛折剣頭」に「疑是斬鯨観/不然刺鮫軋(疑小らくは是れ鯨観を斬るか/然ずんば

か
うき

う

鮫

軋

を

刺

す

か

と
)
」

の

句

が

見

え

る
。「10.横」…よこたわる。よこになる。「12.道口」…いう。かたる。

1『荷子』「榮辱」に「故君子道口
一

其

常一
、

而

小

人

道
二

其-怪一。(注)導、語也」。の用例が見える。「13.呑舟」…舟をのむほどの大魚。呑舟鱗。呑舟の魚(舟をのむほどの大魚)畢③『韓詩外傳』(五)に「榮澤之水無一呑舟之魚」の用例が見える。「漢語大詞典』では、「呑舟之魚的略語。常以喩人事大者」と説明する。類似した語として「呑舟之魚」を「能呑舟的大魚。常以喩人事大者」と説明し、『荘子』「庚桑楚」の「呑舟之魚陽而失水、則蟻能苦之、」の用例及び、「列氏』「楊朱」の「呑舟之魚、不レ遊一枝流、鴻鵠高飛、不レ隼汗池1の用例を載せる。「14.浪」…なみ「14.吐」…はく。『漢語林』には②「はく」の⑦に「好ましくない言葉を口に出す」と説明する。
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「
15 .

放
逐
」

…
は

な
ち
、

お

う
。『漢語大詞典』

で

は
、

「

流
放
」

と

説
明
し
、

予つ

l

l『戦国策』「魏策一」の「為レ政不レ善、而禺放一逐之」の用例を載せる。『白氏文集」にも㎜「和萬州楊使君四絶句競渡」に「自経放逐來憔怖/能校露均死幾多(放逐を経てより來憔惇せり/能く露均を校べて死するまで幾多ならん)の句が見える畢恥・..③

㎜
「
贈

楊曙

こ
げ
に
も

冨・

嵯
放
逐
同
巴
峡
/
且
喜
蹄

還
曾

洛
陽

(
曾
て

嵯

く
放

逐
せ

ら

れ
巴

峡
を

同
じ

く

す
るを/且つ喜ぶ蹄還して洛陽に曾ふを)」の句が見える。道真の他の作品中にも、『菅家後集』「娚南館夜聞-都府禮佛臓悔」に「人漸地獄幽冥理、我泣天涯放-逐享(人は地獄幽冥の理に漸づ/我は天涯放逐の皐に泣く)」の句が見える。「16.蹉駝」…つまつく。時期を失う。『漢語大詞典』では「②失時③衰退、」と説明する。

蘇
逢
「
追
昔
行」

の
「
嘆
息
人
生
能
幾
何
/
喜
君
顔
貌
未蹉跣」の用例及び、

I

I

-

I

I

I

『
文
選』

張
衡
「
西
京
賦」

の
「
海
若
遊
於
玄
渚
/
鯨
魚

I

I

-
I

I

I

失
レ

流

而

蹉
駝

(

海
若

玄

渚
に

遊
び

/
鯨

魚

流
を

失
っ

て蹉跣す)」の句を載せる。「白氏文集』にも多用されている語で、以下数例を挙げてみる。㎜「寄一同病一者」に「年顔日枯槁/時命日蹉跣

こ

か
う

(
年顔

日
に
枯
槁
し
/
時命

日

蹉
駝
た
り)

の
句
が
又、㎜「答故人」に「見我昔榮遇/念我今蹉跣」(我が昔の榮遇を見て/我が今の蹉駝するを念ふ)」の句が、蝋「馬上作」に「蹉跣二十年/頷下生白髪(蹉跣たること二十年/頷下白髪を生ず)」の句が、㎜「早硫レ頭」に「年事漸蹉駝/世縁方緻続(年事漸く蹉髭たり/世縁方に緻続す)」の句が、又㈱「春晩寄薇之」に、「年芳與心事/此地共囲-駝(年芳と心事と/此の地共に蹉髭たり)」の句が見えるー『菅家文草』「42團坐言懐」にも、「暗将年事幾蹉-跣/若不團居欲奈何(暗に年事を将りて幾たびか
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蹉
跣

た

る

/

若
し

團

居
せ

ず
は、

奈

何
に

か

せ

む)
」

の句が見え、川口久雄氏は岩波古典大系本の補注、頭注で「いくどもつまずいたことだ。『蹉駝たり』はつまずいて時を失うさま」と説明する(=二七頁)「16.喪」…うしなう。なくする。『漢語大詞典』では「古人認為是形成万物的本源」と説明する。「16.精霊」…①「神鬼」「神仙」②「たましい。」すぐれて霊妙な気。③((仏教用語))として「死者のたましい」「みたま」の意もある。①の用例として次の一文を挙げることが出来る。『文選」左思「呉都賦」に「舜禺游レ焉、褐没レ歯而忘レ蹄、精露留一其山河一。[注]向日、精露、神仙之類。」『漢語大詞典」では①「精霊之気、古人認為是形成万物的本原」②「猶精神」③「霊魂」と説明す

る
。『白

氏

文集

』

に
は
、

以

下
の
よ

う
な

句
の

用

例
が

見
え
る
。㎜「和一思蹄樂」の「憂憤氣不散/結化精璽(憂憤しえ氣散せず/結び化して精露と為ると)」の句が、又、

曝
鵡
九
剣
田心
・
決・
塞
也
L

に
「
欧
冶
子
死
千
年
後
/
糊

露
暗
授
張
鵜
九
(
歓
冶
子
死
し
て
千
年
の
後
/
精
露
暗
に張鵬九に授けらる)」の句が見える。又、㎜「題四皓廟」「若有精露慮笑我/不成一事調江州(若し精露有らば慮に我を笑ふべし/一事を成らずして江州に調せらる)」の句が、1謝「契一劉尚喜夢得一二首」に、「賢豪錐没精露在/雁共微之地下遊(賢豪は没すと錐も精露在り/鷹に微之と共に地下に遊ぶべし)」の句が見える。『菅家後集』にも同様に「鰯果奥州藤使君」に「精璽入冥漠/不由見容止(精露冥漠に入りて/容止を見るに由あらずとの句が見える。以上の用例、全ては「漢語大詞典』で説明する③「霊魂」の意で使われてる。一方②「猶精神」の用例としては、「漢語大詞典』
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で

は張驚

『
遊

仙
窟』

の

「
身

膿
若
レ

飛、

精
霊

似
レ

夢
」

を

引く。この「粥護開元詔書」十六句の「精露」の意は、先に例示した白詩や、道真の他作品の用例である

I

I

-

I

I
I

「

死

者
の

霊

魂
」

の

意
で

は

な

く、

『

漢
語

大
詞

典」

で

説

I

I

-

I

I
I

明
す
る

③

「
精

神」

の

意
で

「
生

者
の

精

神」

と

も

換
言できる用例と考えられる。先に引用した谷口氏の論文中にも、「精霊」が通常は「神仙」や「死者の魂」を指す言葉として使われるが、この句のように死者ではなく生者をこの語で呼ぶことは極めて珍しい。「精神」とすべきだが、「神」では上年声十一真韻のため、押韻が合わない。といった主旨の一文の言及がある。(四〇四頁)

騨頸

①

「

讃
開

元
詔

書
五
語」

と

「

開
元

詔
書
」

に
つ

い

て

「
延
喜

改

元
」

「
開
元

詔
書

」

に

つ

い
て
の
言
及

は
既

に
先

学

に
よ
り

な

さ
れ

て

い
る
が
、

と
り

わ
け

、

こ

の
作

品
と

「
延

喜
改

元
」

「
開

元
詔
書

」

に

つ

い
て
の
、
詳

細
な

考
察

が

な
さ

れ
た
も

の
と

し

て
谷

口
真
起

子
氏

の

論
を

挙
げ

る

こ
と

が
出
来

る

。

(
「
「
開
元

の
詔
書

を

読
む

」
と

延
喜
改

元
』

 

ら

『菅

原
道
真

論
集

』

騰
～

㎜
)

谷

口
氏

は
ま

ず

、

こ
の
十

六
句

中

の
自

注

の
あ

る
十
句

以
前

の
詩

句

は

す

べ

て
詔

書
を

踏
ま

え

た
記
述

で
は
な

い
か
と

推
測

し

、
そ

の
措
辞

と
内

容

の
両
面

か

ら
、

現
存

す

る

ほ
か

の
詔
書

、
特

に
改

元

詔
書
と

の
比
較
を

試

み
そ

の
分
析

か

ら
、
次

の
よ
う

に
論

じ

て

い
る

。

「
延
喜

開
元

詔
書

」
は

現
存

し

て

い
な

い
が

、
本

詩

の
構
成

か
ら

、

元

(も
と

)

の

「
開

元
詔

書
」

の
構

成
を

推
測

す

る

こ
と

が

可
能

で

あ

る
。

そ

の
根

拠
を

次

の
よ
う

に
示

す
。

そ

れ
は

こ

の

「
読

開
元
詔

書
」

が
、
「
開

元
」
「
蒼
生

」
「
大

辟
以

下
」

「蕩

條
」

「
天
下

」
と

い

っ

た
定

型

の
措
辞

を
含

む

こ
と
、

か

つ

第

二
句

は
延
喜

と

い
う
新

・
元
号
を

、

第

三

・
四
句

は
、
改

元

の
理
由

を
、

第

五

・
六
句

は
、
恩

赦

に

つ

い
て
、

第
七

・
八
句

は
、
朝

廷

か
ら

の
施

し

(賑

憧

)

に

つ
い
て
叙
述

す

る

こ
と

な
ど

内
容

的

に
も
他

の
改

元
詔

書
と

一
致

す

る
傾
向

を
持

っ
て

い
る

こ
と

か

ら
、
第

十
句

以
前

は
す

べ
て
延
喜

開

元
詔
書

を
踏

ま
え

た
記

述
と

考
え

ら

れ
る

か
ら

で
あ

る
。
言

い
換

え

れ
ば
道

真

の

「読

開

元

詔
書

」

か
ら

、
現
存

し

な

い

「
延
喜

開

元
詔
書

」

の
構
成

が
推

測

で

き

る
。
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更

に

『扶

桑
略

記
」

(昌

泰

四
年
裏

書
)
が

、
こ

の
改

元

に

つ

い
て

「
逆

臣

井
び

に
辛

酉
革
命

に
依

る
也
」

或

は

「
逆

臣
、

辛
酉

革
命

、
老

人
星

の

事

に
依

り

て
改
元

せ

し
由
、

諸
社

に
申

さ

る
る
」

と
述

べ
る

一
文

に
触

れ

、

「
延
喜
改

元

が
行

わ
れ

た
背

景

に
は
、
老

人
星

出
現

や
辛

酉
革

命

な
ど

天
が

も

た

ら
し
た

要
因

以
上

に
藤

原
仲

麻
呂

に
も

比
す

べ
き

反
逆

者
を

完
全

に

排

除

し
よ
う

と
す

る
動

き

が
あ
り

、

そ
れ

は

「
鯨

観
」

と

い
う
詔

書
中

の

一
語

に
端

的

に
示

さ

れ

て

い
た

。
改
元

を
主

張

し
た

の
は

三
善
清

行
だ

が

、

彼

が
詔

書

の
起
草

者

で
あ

っ
た

か
は
分

か

ら
な

い
。

し
か

し
清
行

の
論

旨

と

道
真

の
詩

と
を

並

べ

て
み
れ
ば

、
改

元
詔

書

の
記
述

内
容

に
清

行

の
意

見

が

色
濃

く

反
映

さ

れ

て

い
た

こ
と

は
確

実

で
、

「扶

桑

略

記
』

の
裏

書

が
改
元

の
理

由

の
筆

頭

に

「
逆
臣

」
を

挙
げ

た

の
は
適

切
な

理
解

で
あ

っ

た

。

(『「
開
元
の
詔
書
を
読
む
」
と
延
喜
改
元
』、
『菅
原
道
真
論
集
』
姻
)
P

と

結
論

付
け

て

い
る
。

傾
聴

す

べ
言
及

だ
と

思
う

。

㎞

..

②第10句、「猫

有

鯨
観

横
」

の

「

鯨
観
」

に
つ

い

て

の

考

察

こ

の

「鯨

観

」

に

つ
い

て
は

[語
釈

]

の
頁

(
『春
秋

左

氏

傳
』

宣

公

十

二
年

、
杜

預
注

)

に
用
例

が
見

え

る

こ
と

は
言

及

し
た
。

さ

ら

に

「白

氏
文
集
』

の
使
用
語
句
團

と
圏

四
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、

 
「
㎜
題
二
海

圖
屏

風

一

元

和
己

丑
年
作

」

に

「鯨

観

得

一其

便

一、
張

レ
ロ

欲

レ
呑

レ舟

」

の
句

が
見

え

る
。

以

下

、

こ
の
詩

の
原
文

と
書

き

下
し
文

を
引

い
て
み

る
。

㎜
題

海圖

屏
風

海
圖
の
屏
風
に
題
す

元
和
己
丑
年
作

元
和
己
丑
の
年
作
る

海
水
無
風
時。波濤安悠悠

海
水
風
無
き
時、

な
ん

波
濤
安
ぞ
悠
悠
た
る

鱗
介
無
小
大。

鱗
介

無
小

大
と

無
く、

遂
性
各
流
浮突兀海底竈。

性
を
遂
げ
て
各
況
浮
す

と

つ

こ

つ

}

う

突
兀
た

り

海
底
の

竈、

首
冠
三
神
丘

首
に
三
神
丘
を
冠
し

釣
網
不
能
制。

釣
網
も

制

す
る

能
は

ず、

其
来
非
一

秋或者不量力。謂藪龍可求贔属牽不動。綿絶況其鈎一龍既頓頷。諸龍斉悼頭白濤與黒浪。呼吸続咽喉

其
来
る
こ

と
一

秋
に

非

ず

は
か

或
者

力
を

量
ら

ず
し
て
、

こ
の弦

龍
求
む
可
し
と
謂
ひ

ひ

き

ひ

贔
属
牽
け
ど
も
動
か
ず、

い
と

た
縮
絶
え
て
其
鈎
を
流
む

おと

が
ひ

あ
く

一

龍

既
に

頷

を

頓
れ

ば、

ひ
と

ふ
る

諸
龍
斉
し
く
頭
を
揮
ふ

は
く
と
う

白
濤
と

黒

浪
と、

め
く

呼
吸
し
て
咽
喉
を
続
る

噴
風
激
飛
廉。鼓波怒陽候

風
を
噴
き
て
飛
廉
を
激
し、波を鼓して陽候を怒らし

む
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鯨
観
得
其
便。

鯨
観
其
便
を
得、

張
口
欲
呑
舟

口
を
張
っ
て
舟
を
呑
ま
ん
と
欲
す

萬
里
無
活
鱗。

萬
里

活

鱗
無

く、

百
川多

倒
流

百
川
倒
流
多
し

遂
使
江
漢
水。

遂
に

江

漢
の

水
を
し

て、

朝
宗
意
亦
休

朝
宗
意
亦
休
せ
し
む

蒼
然
屏
風
上。此書頁有由

蒼

然
た

り
屏

風
の

上
。

ま

こ
しL

よ
ー
ぽ

此
の
書頁

に
由
有
り

(
本
文
は
『白

居易

集
箋
校』

朱
金
城
箋
校
に
拠り

、

訓
は
「
続
国
訳
漢
文
大
成

白

楽
天
詩
集

=

概
ね

拠
る
。」

こ

の
白

詩

に

お

い
て
、
鯨
観

が
舟

を
呑

む
意

は

、
広
大

な
万

里

に
わ
た

っ

て
穏

や
か
な

海
を

そ

の
性
を

全
う

し

て
泳

い
で

い
た
あ

り
と

あ

ら

ゆ
る
大

魚

小
魚

を
、

ま

る

で
舟

を
呑

み

こ
ん

で
し
ま
う

か

の
よ
う

に
、
鯨

観

が
そ

の
大

き

な

口

で
丸

呑

み

に
し

て
し
ま

う

こ
と

、
そ

の
た

め

に
万

里

に
わ

た

っ
て
活
き

た
魚

が

い
な
く

な

る
ほ
ど

の
衝

撃
を

表

わ
し

て

い
る
。

政

に
言

い
換
え

て
み
れ
ば

政
治

が
穏

や

か

で
と

て
も
う

ま

く
治

ま

っ
た

世

の
中

に

お

い
て
、

一
人

の
国
家

を
奪

お
う

と
す

る
人

間

が

こ
と

を
起

こ

し
、
国

を
丸

呑

み
に

し

て
天
下
を

我

が
も

の
と

し

て
し
ま
う

こ
と

の
意

味

に
な

る

の

で
は

な

い
か

。
「
鯨

観
」

を

人

間

に
置
き

換

え

れ

ば
、

こ

の
残

虐

な
行
為

を

犯

し
た
大

罪
人

と

い
え

よ
う

。

所
功

氏

は
著

で

「
改

元
詔

書

の
文
中

に

は

「
逆

臣
」

道
真

を

「
鯨
観

」

に
な

ぞ
ら
え

て
非

難
す

る

よ
う

な
と

こ
ろ

が
あ

っ
た
と

み

ら
れ

る
。
と

す

れ
ば

、

こ

の
延

喜
改

元

は
辛
酉

革
命

説

や
老
人

星
出

現
を

表
向

き

の
理
由

と

し
な

が
ら
、

そ

れ
も
実

は
巨

魁
道

真

の
左
遷

を
正

当
化

す

る
目
的

の
た

め

の
手
段

に
過

ぎ

な
か

っ
た

こ
と

に
な

ろ
う
」

と
言

及

し

て

い
る

。

(
『
一二

善
清

行
」

吉
川

弘
文

館

一
〇

〇
頁
)

閣
闘
図

③

第

13
句

「
呑
舟

非
我

口
」

の

「
呑
舟

」
と

、
第

14
句

「吐

浪
非

我
聲

」

の

「
吐

浪
」

と

に

つ
い
て

の
考

察

「呑

舟

」
と

「
吐
浪

」

の
語
句

に

つ

い
て

は
、

[語

釈

]

の
頁

で
意

を
記

し

て

い
る
が

「
呑
舟

」
も

「吐

浪
」

も
大

魚

で
あ

る

「鯨

観
」

を
指

し

て

い
る
。

そ
し

て
、

こ

の
対

に

な

っ
て

い
る

二

つ
の
言

葉

は

『文

選
』

左
思

の

「
呉
都

賦
」

の
次

の

一
文
を

踏
ま

え

て

い
る
。

「
於

レ
是
乎

長
鯨

呑
レ
航

、

脩
観
吐

レ
浪

」

こ

の

「
呉

都
賦

」

の

一
文

か

ら
窺

え

る

こ
と

は
、

「鯨

呑

航

」
は

天

下

を

丸
呑

み

に
す

る

「逆

臣

」

の

こ
と

を

指

し

て

い
る

の
で

あ

り
、

ま

た

「
観

吐
浪

」

は
読

言

の
言

葉

を
吐

く

(好

ま

し

く
な

い
言
葉

を

吐

く
)
意

と
考

え

ら
れ

る
。
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闘
醐
國

④

第
15
句

「哀
哉
放
逐
者
」
の

「放
逐
」
に
つ
い
て
の
考
察

こ
の

「放
逐
」
の
語
釈
に
投
影
さ
れ
て
い
る
も
の
の
考
察
と
し
て
、
既

に
滝
川
幸
司
氏
よ
り
指
摘
が
あ
る
所
だ
が

(後
述
)
先
の

[語
釈
]
の

 

「15
放
逐
」
の
頁
で
引
い
た

「白
詩
」
二
首
の
う
ち
の

一
首

「13
和
萬
州

1

楊
使
君
四
絶
句
競
渡
」
を
再
度
以
下
に
全
句
載
せ
て
み
る
。

 13
和
萬
州
楊
使
君

萬
州
の
楊
使
君
に
和
す

1
四
絶
句
競
渡

四
絶
句
競
渡

競
渡

相
傳

為
泪

羅

競

渡

相
傳

ふ

泪
羅

の
為

に
す

と

不
能

止
遇

意
無

他

止

遇
す

る
能

は
ず

意

他
無

し

自

経

放
逐

來
憔

惇

放

逐
を

経

て
よ
り

來
憔

惇

せ
り

能
校

需
巫均

死
幾
多

能

く
需
巫
均
を

校

べ

て
死

す

る
ま

で
幾
多

な

ら
ん

(原
文

・
訓
と
も
に
新
釈
漢
文
大
系
本
に
拠
る
。
『白
氏
文
集
四
』

一
六
二
頁
)

新
釈

漢
文

大
系

本

の

「
解

題
」

に
は

「
万
州
刺

史
楊

帰
厚

に
和

し

て
詠

ん
だ

四
首

の
絶
句

、

使
君

は
刺
史

の
敬

称

。
其

の

一
は

「
競

渡
」
、

つ
ま

り

べ
ー

ロ
ン

の
年

中
行
事

に

つ

い
て
詠

ん
だ

詩
」
と
説

明
が

あ
り

「
語
釈

」

に
は

「
競
渡

」

に

つ

い
て

「
舟
を

こ
ぐ

競
技

、
ボ

ー

ト

レ
ー

ス
、

べ
ー

ロ

ン
、
梁

・
宋

懊

の

『荊

楚
歳

時
記
」

に

「
五
月

五
日

、
競
渡

あ
り

。
俗

に

屈

原

が
泪
羅

に
投

ず

る

の
日
、
其

の
死

所
を

傷
む

が
為

な
り

。
敬

に
並

び

た
舟

揖

に
命

じ

て
以

て
之

を
極

(す

く
)

ふ
」

と

。
」

の
説
明

が
又

、

「放

逐
」

「
憔
悼

」

に

つ
い
て
は

「
「楚
辞

』
漁

夫
篇

に

「
屈

原
既

に
放

た
れ

て
、

潭

に
遊

(さ

ま
よ

)
ひ
、
沢

畔

に
行
吟

し

、
顔
色

憔
惇

し

、
形

容
枯
槁

す

」

と
」

の
説

明

が
、

又
、

「
霊
均

」

に

つ

い
て

は

「
屈

原

の
字

。

「楚
辞

』
離

騒

に

「余

に
名

し

て
曰
く

正
則

、
余

に
名

し

て
曰
く

霊
均

」
と

」

の
説
明

が
あ

る

。

つ
ま
り

こ
の
白
詩

は
、

白
居

易
自

身

が
、
江

州

に
既
請

さ

れ

て

い
る
我

が
身

を

、
屈

原

の
そ
れ

に

な

ぞ
ら
え

詠

ん

だ
詩

内

容

で
あ

る

。
「
泪

羅
」

「
放

逐
」

「
憔

惇
」

「
霊

均
」

は

す

べ

て
屈

原

の
故
事

に
よ

る
措

辞

で
あ

る

こ
と

が

わ
か

る
。

一
方
、

道
真

が

「
放
逐

」
と

い
う

詩

語
を
使

う

そ

の
背

景

に
読
言

に
よ
り
財

請

さ
れ

、
泪
羅

に
身

を
投

じ

た
屈

原

の
故

事
を

響

か

せ

て

い
る
と
明

言

し

て
も

よ

い
と
思

う

。

こ

の
こ
と

に

つ

い
て
、

滝

川
幸
司

氏

は
、
次

の

一
文
を

載

せ
る

。

「
放

逐
」

は

追
放

の
意

で
あ

る
が

、
司

馬

遷

「
報
任

少

卿

書

」

(
『文

選
」

41
)
に

「屈

原
放

逐

せ
ら

れ

て
乃
ち
離

騒
を

賦
す

」
、
質
誼

「屈

原

原
文

」

(同

60
)

に

「屈

原

は

楚

の
賢

臣

也
。

読

を
被

り

て
放
逐

せ

ら
れ
離

騒
賦

を
作

る
」

と
あ

る

よ
う

に
、
屈

原

が
読
言

に
よ

っ
て

追
放

さ

れ
た

こ
と
と

関

わ

っ
て
使
用

さ

れ
る

。

(
(
中
略
)
)
。
道

真

の

い
う

「
放

逐
者

」
と

い
う

の
も

、
自

ら
を

屈

原
と
重

ね

て
表

現
し

て

い
る
と
考

え

ら
れ

よ
う

。
屈
原

と

同
じ

よ
う

に
、
無

実

に
も

か
か

わ

ら
ず

読
言

に

よ

っ
て

「放

逐
」

さ

れ
た
と

い
う

の
で
あ

る
」
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(国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
平
成
14
年
4
月
号
)

ま
た

所
功

氏

は

こ
の

「
放

逐
」

の
背

景
と

し

て
、
次

の
よ
う

な
言
及

を

し

て

い
る
。

翌
昌

泰

四
年

(九

〇

一
)

正
月

二
十

五

日
、
道

真

は
突
如

右
大

臣

の
座

か
ら
太

宰
権

帥

に
引
き

降

ろ
さ

れ
た
。

こ
れ
は

一
種

の

ク
ー
デ

タ
ー

で
あ

っ
て
、

そ

の
首
謀

者

は
左
大

臣
時

平

で
あ
り

、
大

納
言

源

光

や
中

納
言

定
国

な
ど

も
共

謀

し

て

い
た
と

み

ら
れ

る
。
ま

た
急

を

聞

い
て
内
裏

に
駆

け
付

け

ら
れ
た

宇
多

法
皇

を
侍

従
所

の
西

門
前

で

強

引

に

阻
止

し

た

の

は

『扶

桑

略
記

』

に
紀

長

谷
雄

と

伝

え
、

「江

談

抄
』

や

「北
野

縁
起

』

に
は
藤

原
菅

根

で
あ

っ
た
と

伝
え

ら

れ

て

い
る
」
。

さ
ら

に

「
道
真

は

一
言

の
弁

解

も
許

さ

れ

ず
、

旅
装

を

整

え

る
逞

も
な

く
、

二
月

一
日

に
は
罪
人

と

し

て
大

宰
府

へ
下
向

せ
ね

ば

な
ら

な

か

っ
た

。

(『三
善
清
行
』
所
功
著
)
。

圏「開
元
詔
書

」
を

読

ん
だ
道

真

の
苦

し

い
思

い
が
生

々
し

い
ほ
ど

に
私

た

ち

の
心

に
訴

え

か
け

て
く

る
よ
う

な
詩

内
容

と
な

っ
て

い
る
。
藤

原
時

平

の
策

略

に

よ

っ
て
太

宰

府

へ
の
左

遷

を

余

儀

な

く

さ

れ
、
辛

く

苦

し

い

日

々
を
強

い
ら

れ

る
道

真

に
と

っ
て
、

「
詔

書
」

に
書

か

れ

た

「鯨

観

」

の
語

は
思

い
も

よ
ら

ぬ
語
だ

っ
た
だ

ろ
う

。
無
実

の
罪

が
明

ら

か

に
な

っ

て
都

へ
帰

れ

る
か
も

し

れ
な

い
と

い
う

、
ま

さ
に
祈

る

よ
う

な
微

か
な
希

望

さ
え
も

打
ち

砕

か
れ

た

の
で
は
な

い
か
と
察

せ

ら
れ

る
。
為

す
術

も
無

く
、

胸
を

刺
す

よ
う

な
痛

み
を

感

じ
な

が
ら

そ

の
場

に
う

ず
く

ま

る
道
真

の
姿

が
感

じ
取

れ

る
。
と

り

わ
け
十

六
句

目

の

「蹉

駝
喪

精
霊

」

の
句

が

哀

し

い
ほ
ど
心

に
響

い
て
く

る
作
品

で
あ

る
。

【注
】

(1
)
拙
稿

「菅
原
道
真
研
究
1

『菅
家
後
集
』
全
注
釈

(二
十
二
)
1
」

有
明
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要

第
四
十
七
号

(2
)
拙
稿

「菅
原
道
真
研
究
1

『菅
家
後
集
』
全
注
釈

(
一
)
1
」

「国
語
国
文
学
研
究
」
第
三
十
六
号

(熊
本
大
学
国
語
国
文
学
会
)

〈追

記
〉

(
一
)

こ
の
稿

を
草
す

る
に
あ
た
り
台
湾

元
智

工
学

院

の
中

国
古

典
詩
詞
曲

文
研
究

の
た
め

の
サ
イ

ト
で
あ

る

「網

路
展
書
讃

(しu
HO
㎝
と

(穿
8
 ＼
≧

ω.巴
B
一p
鴇

F
e
9

.暑

＼
)

の

「全
唐
詩
』

の
項
、
及
び
北
京
大

学
中
文
系

の
唐
代
以
前

の
詩
歌

の
総
合

デ
ー
タ
ベ
ー

ス

で
あ
る

「全
唐
詩
全
文
検
索
系
統

a

↓
閃
函
)
」

(巨
け窟
＼＼
〇三
づ
eω
e.冨

F
8
＼O
㎝q
ε
冒
＼
けき

ゆqま

窮
憂
.e
図
e)
を
詩

語
検

索

の
為

に
大

い
に
利
用
し
た
。

〈追

記
〉

(一
一)

平
成
十

八
年

四
月

よ
り
、
現
在

に
至
る
ま

で

「大
牟

田
市

民
大
学

講
座
」
市
民
大

学

ゼ

ミ
、
道
真

梅

の
会

の
会
員
、
須

藤
修

一
氏
、
田
中
陽

子
氏
、
井
原

和
世
氏
、
荒

川
美

枝
子
氏

の
四
名
と
定

期
的

に

「菅

家
後
集
』

の
講
読
会
を

催
し

て
来

て

い
る
。
本

稿
は
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こ
の
会

で
討
議

・
検
討
し
た
も

の
、
と
り

わ
け
前
半

一
句
か

ら
八
句
を
須
藤
修

一
氏

の
、

後
半
九

句
目

か
ら
十
六
句

目
は
荒
川
美
枝

子
氏

の
発
表
原
稿
を

基
に
、
そ

の
内

容

に
再

考
察
を
試

み
、
加
筆

の
上
、
稿
を

し
た
た
め
直
し
た
も

の
で
あ

る
。

(や
き
や
ま

ひ
ろ
し
/

大
学
院
文
学
研
究
科
第
七
回
修
了

・
有
明
高
専
)
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